
独立行政法人空港周辺整備機構（法人番号1120905003729）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

監事

監事（非常勤）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　当機構においては、勤勉手当について、基礎額に、その者の勤務実績に応じて
理事長が定める割合を乗じ、かつ、在職期間に応じた割合を乗じて得た額として
いる。

　当機構は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関す
る法律に基づき、福岡空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防
止及び軽減、生活環境改善等に関する業務を担っており、その業務内容に鑑み、
役員報酬水準については独立行政法人通則法（以下、「通則法」という。)第50条
の2第3項の規定の趣旨を踏まえ、当機構の業務の実績を考慮し、役員の職責に
応じた国家公務員の指定職俸給を参考としている。

  ②  令和２年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和２年度における改定内容

役員報酬基準は、月額及び賞与から構成されている。月額については、独
立行政法人空港周辺整備機構役員給与規程に則り、俸給（理事長：
921,000円、理事：762,000円、監事：690,000円）に特別調整手当（俸給の
10％）を加算して算出している。
　 期末手当については、独立行政法人空港周辺整備機構役員給与規程
に則り俸給及び特別調整手当の月額並びに俸給に100分の25を乗じて得
た額並びに俸給及び特別調整手当の月額に100分 の20を乗じて得た額の
合計額に6月及び12月に支給する場合は100分の67.5を乗じ、さらに基準
日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じ
て得た額としている。
　 勤勉手当については、独立行政法人空港周辺整備機構役員給与規程
に則り俸給及び特別調整手当の月額並びに俸給に100分の25を乗じて得
た額並びに俸給及び特別調整手当の月額に100分の20を乗じて得た額の
合計額に勤勉手当の成績率の基準に従って定める割合を乗じ、さらに基
準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗
じて得た額としている。
　一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和２年法
律第65号）に基づく国家公務員の給与の見直しに関連し、以下の措置を実
施した。
・期末手当の支給割合について100分の5の引下げを行った。

役員報酬基準は月額から構成されている。月額については、独立行政法
人空港周辺整備機構役員規程に則り、月額240,000円としている。



２　役員の報酬等の支給状況
令和２年度年間報酬等の総額

支給総額 報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,001 11,052 4,844 1,105 (特別調整手当）

千円 千円 千円 千円

914 （特別調整手当） 3月31日

14,153 9,144 4,008 87 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

12,737 8,280 3,629 828 （特別調整手当）

千円 千円 千円 千円

2,880 2,880 - -

注１：「特別調整手当」とは民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

就任・退任の状況
前職役名

その他（内容）

法人の長

監事
（非常勤）

理事

監事



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　監事

　監事
(非常勤）

・法人の判断
理由につい

【主務大臣の検証結果】

当機構の理事長は、法人の代表として、その業務を総理し、法人経営に関する最終

的な責任と権限を有するものであるが、当法人は、そのリーダーシップの下、空港周

辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減、生活環境改善等に関する

業務を担っている。

その報酬水準については、Ⅰ-1-①で記載したとおり、国家公務員の指定職俸給表の

水準を考慮しているが、上記業務の重要性等に鑑み、国家公務員の指定職に即した報

酬実績となっており妥当である。

当機構の理事は、重要な経営方針の立案への参画及び福岡空港周辺環境対策におけ
る地元自治体との地域整備に関する連携や住民団体との調整を図りつつ、地域の諸事
情や地域整備についての知識と経験を活用し、その事業推進及び総括を担っている。

その報酬水準については、Ⅰ-1-①で記載したとおり、国家公務員の指定職俸給表の
水準を考慮しているが、理事長を補佐して当機構の業務を掌理していることから、そ
の重要性に鑑み、国家公務員の指定職に即した報酬実績となっており妥当である。

当機構の監事は、業務の監査及び事務並びに事業に対する財務状況や会計処理状況
の監査等の業務を担っている。

その報酬水準については、Ⅰ-1-①で記載したとおり、国家公務員の指定職俸給表の
水準を考慮しているが、業務運営方針の明確化及び内部統制における内部監査の実施に
よる業務の改善を図ることから、その重要性に鑑み、国家公務員の指定職俸給表に即し
た報酬実績となっており妥当である。

監事(非常勤)は、当機構の事務及び事業に対する財務状況や会計処理状況の監査等
の業務を担っている。

その報酬水準については、Ⅰ-1-①で記載したとおり、国家公務員の指定職俸給表の

水準を考慮しているが、上記業務の重要性に鑑み、国家公務員の指定職俸給表に即し、

勤務時間を考慮した報酬実績となっており妥当である。

当法人の業務目的は、空港周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び
軽減を図り、併せて生活環境の改善に資することである。

その業務内容に鑑みれば、Ⅰ-１-①に示された役員報酬水準の設定の考え方は、国
家公務員の給与を踏まえて定められており、適当である。

また、Ⅰ-２の報酬実績は、報酬水準の設定の考え方に即しており、法人の検証結果
は適当である。



４　役員の退職手当の支給状況（令和２年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

業績給については、既に導入済みであり、今後も継続する方針。

法人での在職期間

判断理由

該当なし

該当なし


	様式１①

